
第７回喜多方市自治基本条例策定市民会議 

日 時 平成２２年６月２１日（月） 

午後１時３０分 

場 所 喜多方市役所大会議室 

 

 

 

次    第  

 

 

           

１ 開 会 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

３ 議 題 

  （１） 今後の進め方について（テーマの検討） 

 

  （２） 委員の再募集について 

 

 

４ その他  

 

     

 

 

５ 閉 会 

 

 

 

 



喜多方市自治基本条例策定市民会議委員名簿（順不同・敬称略） 

                                        

 

 

№ 区  分 氏  名 備  考 

1 

議会選出 

委員 

渡部 孝雄 市議会議員 

2 長澤 勝幸 市議会議員        

3 佐藤 忠孝 市議会議員 

4  五十嵐 吉也 市議会議員 

5 佐原 正秀 市議会議員 

6  物江 和一 市議会議員 

7 

公募委員 

渡部 英記 喜多方市松山町大飯坂 

8 星 敬志 喜多方市字前田      

9 河出 敬晴 喜多方市字天満前 

10 佐藤 彌右衛門 喜多方市字寺町 

11 岩渕 法子 喜多方市字さつきが丘 

12  高畑 孝一 喜多方市慶徳町松舞家 

13 高畑 幸子     〃 

14  山口 明彦 喜多方市塩川町字東岡 

15 須田 敬 喜多方市塩川町五合    

16  五十嵐 快治 喜多方市塩川町遠田 

17 唐橋 巖 喜多方市山都町蓬莱    

18 小澤 清一 喜多方市山都町小舟寺 

19 清野 正和 喜多方市高郷町川井 

20 生江 邦光  喜多方市高郷町西羽賀   

21 田代 かよ子 喜多方市高郷町上郷 

22 原 市郎 喜多方市熱塩加納町宮川 

23 原 昭子 喜多方市熱塩加納町宮川  

24 菅井 大輔 喜多方市熱塩加納町山田 



NO2 

 

（担当職員） 

総合政策部長      菅野 康裕 

企画政策課長      江花 一治 

企画政策課長補佐    小林 繁雄 

企画政策課副主任主査  須藤 秀治 

企画政策課主査     油井 弘美 

企画政策課副主査    平林 貴志 

№ 区  分 氏  名 備  考 

25 

 

市職員 

 

 

渡部 孝一 総務部総務課長補佐     

26 五十嵐 八重子 市民部保健課長補佐兼保健センター所長 

27 佐藤 健志 産業部農林課長補佐  

28 加藤 俊哉 建設部建設課長補佐兼建築住宅係長 

29 武藤 孝 教育部学校教育課長補佐 



 議 題 

 

（１）今後の会議の進め方について（テーマの検討） 

 

■ 第６回市民会議のグループ討議「こんな喜多方にしたいⅡ」のまとめ 

  

 資料別紙 

 ・これまでのグループ討議で出された意見を、キーワードと絡めながら、条

例規定項目と関連づけると・・・・ 

 

項目一覧表より（項目の番号は、条例規定項目一覧の番号） 

 ② 基本原則 

 ③ 情報公開、情報提供、情報共有 

 ④ 住民参加、協働 

 ⑤ 議会の役割等、議会の責務 

 ⑧ 連携 協力 

   前文 

  

※ 各グループからの意見から導きだされた条例項目で最も多いのが、住民参

加、協働、次に、情報公開、情報提供、情報共有であった。 

 

 

 

 

■ テーマの選定（テーマを絞る） 

 

 ○今後の進め方（事務局案） 

☞これまでのグループ討議は、フリートークで、今の喜多方の現状やこれから

のまちのあるべき姿について委員の皆さんから、率直な意見を出していただき

ましたが、今後は、今までの意見を踏まえ、条例の形に近づけていくために、

テーマを絞って検討する必要があります。 

そこで、事務局案としては、条例を構成する各項目を、市民、議会、行政とい

う視点から検討していくことでまとまりました。 

 

 

 



 

      市民、議会、行政の視点からみた、条例項目との関連 

 

         （大項目）            （小項目） 

              

               

                 

       

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

         

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

市 

 

民 

・市民の知る権利 

・市民の参加権 

・まちづくりへの市民の義務 

・平等の参加権   など 

 

議 

 

会 

・議員の責務 

・議会の住民参加制度  など 

行 

 

政 

 

・首長の責務 

・職員の責務 

・総合計画の策定 

・財政制度の整備   など 

 

① 市民の権利、義務 

③ 情報公開・情報提供 

情報共有 

④ 住民参加・協働 

⑦ 市民の権利・利益の 

  保護 

⑤ 議会の役割等 

議員の責務 

 

 

⑥ 執行機関 

 

② 基本原則 

⑧ 連携・協力 

⑨ 最高法規性 

⑩ 見直し手続き 

・国県等との連携・協力 

・国際交流 

・見直し期間  など 



☞ 今後の進め方として 

      

 

 まずは、市民、議会、行政のうち、市民に関連する条例項目をテーマに検討

する。 

 

 市民という定義から、グループ討議の結果と条例項目との関連一覧を踏まえ、

市民に関連する項目について意見を出し合い、それらの意見から条例に盛り込

むべき項目を検討する。 

 

  （例）            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

○ いずれも、グループ討議で行う。（ワークショップ形式） 

グループ編成は、前回までと同じグループとする。 

 

 

 

 

 

 

市民に関連する項目 

③ 情報公開・情報提供・情報共有 

④ 市民参加 協働 

協働 

Aグループ 

・住民の声の反映 

Bグループ 

・市民の声を広く聴く機会をつくる 



（２） 市民会議委員の再募集（追加募集）について   

 

◎募集要項 

  

１ 応募資格  喜多方市に在住または在勤、在学の人（年齢制限はなし） 

 

２ 募集人員  １０名程度 

 

３ 募集期間  平成２２年７月１日（木）～７月１５日（火）まで 

 

４ 応募方法  企画政策課又は各総合支所総務課へ応募用紙を提出 

        郵便、FAX、メールでも受付ける。 

 

５ 結果通知  応募された方へ個別に通知する。 

 

６ 募集啓発  広報「きたかた」７月号へ掲載 

        喜多方市ホームページへ掲載  

        FMきたかたでのお知らせ 

 

 

 

 

○ その他 

 

 次回市民会議の日程 

 

 

 

 

 


